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令和５年度 石川県国民健康保険特別会計決算(見込み)の概要 

最終
予算比

公費等

337
▲2

【 歳入 】

1,013億円

【 歳出 】

998億円

（単位：億円）

保険給付費等交付金

799
▲17

±０

国保事業費納付金
279

±０

最終
予算比

（収支差額　15）

前期高齢者交付金等
379

±０

前年度繰越金等
18

±０ 諸支出金　　 7

後期高齢者支援金
介護納付金　等

181

基金積立金　11

±０

±０

○令和５年度における県特別会計は、15億円の黒字（歳入1,013億円 - 歳出998億円)

○黒字の要因は、保険給付費等交付金の減等による
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令和５年度末
財政調整事業分

残高
19億円

令和５年度 石川県国民健康保険特別会計決算(見込み)の概要 ②

財政安定化基金の活用方法(予定)

令和５年度分
実質的収支積立

14億円

歳入

1,013億円
歳出

998億円

収支差額
15億円

国への返還金
1億円

令和５年度決算見込み 収支差額の活用方法(予定)

財政安定化基金
(財政調整事業)
に積み立て
14億円

（実質的収支）

※Ｒ５からＲ６へ繰越

○令和５年度における県特別会計は、15億円の黒字（歳入1,013億円 - 歳出998億円)（再掲）

○令和６年度は、国への返還金約1億円が見込まれることから、実質的な収支は約14億円の黒字

→収支差額15億円 － 国への返還金1億円 ＝ 実質的収支14億円

○実質的収支額の約14億円は、財政安定化基金（財政調整事業分：R5末残高約19億円）に積み立て

〇財政安定化基金のうち財政調整事業分については、令和６年度以降の納付金減算等の年度間財政調整に活用

→令和６年度は、納付金の減算に活用するため約6億円を取り崩し予定（前期高齢者交付金精算への活用はなし）

令和６年度以降の

納付金減算等に活用

（年度間財政調整）

【参考】

令和６年度活用予定

・納付金減算

→ 約6億円

・前期高齢者交付金

精算

（R6活用なし）

R4末残高 21億円

R5積立額 11億円

R5取崩額 ▲13億円
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【歳入】 【歳出】
（単位：百万円）

科　　目
最終

予算額
決算額 増減 備　　考 科　　目

最終
予算額

決算額 増減 備　　考

公費等
33,858 33,684 ▲ 174

・療養給付費等負担金（32％）
・国調整交付金（9％相当）
・県一般会計繰入金（9％相当）
・保険者努力支援交付金など

保険給付費等
交付金

81,528 79,876 ▲ 1,652

・普通交付金
（市町が支払う保険給付費等を全額交付）
・特別交付金
（市町の財政状況や医療費適正化への取
組等、個別事情に応じ交付）

国民健康保険
事業費納付金

27,935 27,935 0
・医療分
・後期高齢者支援分
・介護分

後期高齢者
支援金
介護納付金等

18,121 18,119 ▲ 2

・後期高齢者医療制度の医療給付費の一
部を各保険者が支援金として負担
・国保に加入する第2号被保険者（40歳以
上65歳未満）が負担すべき介護給付費を
納付
・保健事業費など

前期高齢者
交付金等

37,890 37,890 0

・被用者保険（協会けんぽ、
　健保組合、共済組合）から
　の支援金
・保険給付費等交付金返還金
　など

基金積立金 1,142 1,142 0
・前年度繰越金について、国庫返還金や
納付金減算等への活用後の残額を、財政
安定化基金（財政調整事業分）に積立

前年度繰越金 1,820 1,820 0 ・前年度繰越金 諸支出金 712 712 0
・医療給付費等の確定に伴う国庫負担金
等の返還金

合　計 101,503 101,329 ▲ 174 合　計 101,503 99,849 ▲ 1,654

【歳入】101,329百万円　-　【歳出】99,849百万円　＝　（収支差額）1,480百万円

（参考）　令和５年度　石川県国民健康保険特別会計決算（見込み）の内訳
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